
○ ホームページの充実など　
　トピックスとして､牛海綿状脳症 (ＢＳＥ)、鳥インフル
エンザ､食中毒などについての情報を分かりやすく掲
載するなど､ホームページを通じた情報発信や､メー
ルマガジン ( 食品安全委員会 e - マガジン ) の配信に
よる情報提供を行っています。
　また、委員会の活動を紹介するパンフレットや子供
向けのリーフレット､食品の安全性に関する用語集､季
刊誌｢食品安全｣( 原則年４回発刊 ) の発行などを行っ
ています。
　平成 21 年度には、中学校技術・家庭科用の副読
本「科学の目で見る食品安全」、ＤＶＤ「考えてみよう！！食べ物の安全性ー食品添加物や残留農薬についてー」
などを作成しました。

○食品安全総合情報システムによる情報提供　
　食品安全委員会が保有する食品の安全性に関する情報についてのデータベース｢食品安全総合情報シス
テム｣を設けています｡このデータベースヘは食品安全委員会のホームページからアクセスでき、下のメ
ニュー画面から様々な情報を検索することができます。

　　　

○調査事業 　
　食品安全委員会がリスク評価等を行うために必要な食品に係る様々な危害要因に関するデータの収集･
整理･解析等を行う食品安全確保総合調査を実施しています。平成 21 年度には、 13 課題の調査を実施し
ました。 

○研究事業 
　食品安全委員会では､科学を基本とするリスク評価を充実させるため、研究領域を設定して､競争的研究
資金制度により､研究課題の公募を行っています。1課題、原則3年の研究期間で、平成21年度には22
課題の研究を実施しました。 

4.  調査・研究の取組について

注：

　平成２１年 12 月、食品安全委員会は、欧州食品安全機関
（EFSA: 注）とのさらなる連携強化を目指すため、「技術的デー
タの収集、解析及び共有」と「データ収集の方法論に関する見
解及び専門的知識の共有」を主な内容とする協力文書を締結
しました。
　食品安全委員会では、これまでもEFSAとの間で、最新情
報の交換や双方の専門家の招へいなど、密接な関係づくりに
努めてきました。
　今後は、本協力文書に基づき定期会合を開催す
るなど、リスク評価の手法、個別の課題についての
情報交換・意見交換等の連携強化を図ります。　
　また、その他の地域・国の同様の機関とも引き
続き連携を図ります。

5.  国際対応への取組

　平成２１年度は、新型インフルエンザ（インフルエン
ザＡ／Ｈ1Ｎ１）や腸管出血性大腸菌O157による食
中毒等の発生時に関係府省庁と連携を取りながら対
応し、危害についての科学的知見の収集・整理・事態
の進展に応じた情報の提供や委員長の見解などを公
表しました。　
　また、緊急事態において危害物質に関する科学的情
報や危害を回避する方法など関連情報を効果的に広
報する技術の習得を目的とした緊急時対応訓練を行
いました。これらの訓練を通じて、緊急事態に対する体
制強化に努めています。

3.  緊急事態への対応について

これまでの取組について

欧 州 食 品 安 全 機 関 (（ＥＦＳＡ：European Food Safety Authority) :ＥＦＳＡは、欧 州 委 員 会（ＥＣ：European 
Commission）から独立した評価機関として２００２年設置され、食品の安全性に関して、欧州委員会等に科学的な助言を与え
る組織です。あらゆる食品に関わるリスクを評価の対象としています。 

左：見上彪食品安全委員会 委員長代理
右：ランネールEFSA長官 


